










Ⅰ.はじめに 

 脳障害児の早期発見,早期治療の原則は衆知となり,その具体的方法も軌道に乗ってきた

といえる。昭和 56 年度の本研究では,脳障害児とくに脳性麻痺児,精神発達遅滞児の早期治

療に関し,その成果について検討を加えて報告した。 

 早期診断は早期治療の基本となり,出発点ともなるがために正確な診断が可及的速かに

確立されねばならない。生下時又は出生直後に明らかな中枢神経系の病的症状を呈する例

では,専門医による精密な医学的諸検査がなされ診断の確定する例が多いのは当然である

が,確定診断が下されえないとしても,その障害の存在は確認されていて,必要な処置が講

ぜられている。 

 明らかな脳障害の存在とその症状を呈する例を除いた一般乳児では,障害の有無につい

ての保健所に於ける 3.4 か月健診が,その出発点となる。 

 肢体不自由児通園施設である本園でも年々乳児の受診数が増加しており,初診時年齢が

1歳未満の乳児が 20%を越えるに至っている。これら乳児の多くは東京多摩地区の各保健所

に於ける健診の結果,脳障害の存在が疑われ,精密健診を求めて当園を紹介されたものであ

る。即ちこれら乳児の多くは何らかの危険因子を有するものと考えられるので,早期に診断

を確定する必要があるといえよう。 


